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 解 説  

 

１．外資企業（商社・小売）の設立フローについて 

  ベトナムでは、板金業、中古車販売、カーメンテナンスについての業種は外資に

開放されており、100%独資で進出することが可能です。各業種を行う際には、関係

当局に申請を行い、ライセンスまたは証明書を取得することが必要となります。板

金業を行うことには特段のライセンスは必要ありませんが、中古車両の輸入、中古

車販売、カーメンテナンスについては、輸出入ライセンス、小売ライセンス、カー

メンテナンスにかかる証明書などが必要です。 

 

２．中古車両の輸入について 

  ベトナム国内で中古車両の輸入販売を行うビジネスは事実上不可能と言われて

います。その理由として、国内の自動車規格基準への適合、関税＋特別消費税が高

いことが挙げられています。特に右ハンドル車は、輸入前に左ハンドル仕様に改造

されたものを含めて輸入禁止となっています。 

  上述のような厳しい条件下ですが、中古車両の輸入が可能である場合、事前に車

両輸入をするためのライセンスを取得し、その後車両を輸入する段階で、車両ごと

に商工省、交通関係当局のチェックを受ける必要があります。 

  中古車両がベトナムへの輸入を許可されるためには、①製造日からベトナム到達

まで５年以内であること、②ベトナムの排出ガス規制と同等または高い規制を有し

ている国で流通している車両であること、③各車両につき、技術的安全性および環

境保護に関する検査を受けること、④外国において発行され、輸出日現在有効な流

通登録証（または同等の書類）を品質管理局に提出すること、が条件となっていま

す。 

Ｑ． 

 ベトナムで板金業、中古車販売、カーメンテナンスを行う現地法人の設立を

考えています。どのような規制があるのか教えてください。（板金業） 

 

Ａ 

 ベトナムでは、板金業、中古車販売、カーメンテナンスの各業種に対しては、

外資へ開放されており、100%独資で企業を設立することが可能です。ただし、各

業種を行う際には、業種ごとに関係当局に申請を行い、ライセンスまたは証明

書を取得することが必要となります。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/32_Vietnam_CarMaintainance.pdf

